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◇

従業員への値引販売は給与それとも交際費？

Q:当社（衣料品メーカー）は、得意先か

ら返品された流行おくれの商品を、年1回従

業員に販売しています。この場合の販売価額

は、得意先に対する販売価額の40％相当額

(流行おくれとしての商品販売価額）ですが、

流行おくれの商品でもあることから、原価以

下の販売価額となっています。

この場合の値引額は給与に該当するのでし

ようか、それとも交際費に該当するのでしよ

うか。

A:従業員に経済的利益を供与したことに

はなりませんので、給与等又は交際費等のい

ずれにも該当しません。

【解説】

まず、従業員に対する値引販売により、そ

の従業員に対し、経済的利益を与えた場合で

すが、その経済的利益は従業員に対して給与

を支給したものとして取り扱われますので、

交際費等には該当しません。

では、給与に該当するのかということです

が、従業員に対し商品を原価以下で販売した

場合には、原則としてその販売による経済的

利益については、給与所得として所得税が課

されることになっています。

しかし、ご質問の場合、その値引販売をし

た商品は流行おくれとなった商品であり、か

つ、流行おくれとしての商品販売価額である

ため、経済的利益の供与はないものとして取

り扱われるものと考えられます。
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